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事 業 報 告 

2024年４月１日から 

2025年３月31日まで 

 

１．会社の現況に関する事項 

（１）事業の経過及び成果 

当地下街の概況としましては、物価高騰や世界経済情勢の先行き不透明感といった懸

念材料はあるものの、アフターコロナにおける消費の緩やかな回復やインバウンドの増

加により、売上は前年を上回っていますが、コロナ禍前との比較では依然厳しい状況が

続いています。我が国の経済環境について、「月例経済報告」（2025 年３月）によると、

「消費動向指数」や「商業動態統計」などを踏まえ、個人消費は、一部に足踏みが残る

ものの、持ち直しの動きがみられるとされており、先行きについては、雇用・所得環境

が改善する下で、持ち直していくことが期待されると述べられています。また 2024 年

の全国の百貨店の年間売上高は前年比 6.8％増、コロナ禍前の 2019 年比 3.6％増となっ

ており、高付加価値商材を中心に好調に推移しています。 

こうした状況の中、当社においては、地下街運営事業者（阪急阪神ビルマネジメント

株式会社）と緊密に連携し、地下街収入の安定的な確保を図るとともに「中長期修繕計

画」に基づき計画的に必要な設備更新を行い安全で快適な地下街空間の実現に努めてき

ました。 

全体としての収支で見ると、イベントスペース使用料などの賃料以外の収入の増もあ

り、税引前当期純利益は前年度決算、今年度予算及び中期経営計画の目標値を上回るこ

とができました。今後は中期経営計画最終年度となる 2025 年度における目標達成に向

け、賃料収入を含めた地下街収入などの確保及び効率的、計画的な業務執行に努めなけ

ればならないと考えています。 

当期の業績は、売上高は 13 億 80 百万円、前期比 75 百万円(5.8％)増となりました。

内訳としては、地下街収入が 13億 24 百万円、前期比 70 百万円(5.6％)増、その他収入

が 56 百万円、前期比５百万円(11.4％)増となりました。 

地下街収入のうちテナント賃料収入は９億 74 百万円、前期比 32百万円(3.4％)増と

なりました。 

費用については、売上原価は 10億 62 百万円、前期比 75 百万円(7.7％)増となりまし

た。要因としては、エネルギー価格の高騰による水道光熱費 41 百万円（25.3％）増、

労務単価増を受けた地下街の総合管理業務委託費など業務委託費 14 百万円（6.4％）

増、テナント売上の増に伴うクレジット手数料 17 百万円（24.2％）増などによるもの

であります。 

以上の結果、営業利益は２億 59 百万円、前期比７百万円(2.8％)増、経常利益は２億

49 百万円、前期比 16百万円(7.1％)増となり、税引前当期純利益は２億 72 百万円、前

期比 50 百万円(22.7％)増となりました。 
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資金残高については、前期比で２億７百万円(△10.3％)減少し、17 億 95 百万円とな

りました。ただし、前年度は末日が休日であったためテナントへの精算金の支払いが年

度をまたいだことにより大きく増加しており、この影響を除くと、資金残高は前期比 68

百万円（3.6％）の減少となります。 

 

 （２）設備投資の状況 

当期に実施した設備投資総額は１億 70 百万円で、主なものは、高圧受変電設備更新工

事、冷却塔更新工事、電源設備蓄電池更新工事及び防火・防煙シャッター更新工事などで

あります。 

 

（３）資金調達の状況  

当期中の所要資金は、自己資金により充当いたしました。 

 

（４）対処すべき課題と対応 

テナント売上高、賃料収入とも回復基調にはありますが、コロナ禍前の水準には届い

ていません。空き区画の新規リーシングも困難な状況にありますが、当地下街に誘致

した経験のない業態の入店や初期費用の高騰に対し柔軟な契約内容により成約に至る

ケースが初めて出てくるなど成果も出てきており、引き続き収入確保に向けた取組み

を強化してまいります。 

賃料以外の収入の確保に向け、イベントスペースの利用を促進するため新年度から

料金体系を変更し、また国内外からの旅行者の増に対応するため、心斎橋駅に直結す

るメトロ広場と心斎橋筋商店街につながる滝の広場にコインロッカーを増設しました。 

地上の人流を地下街に呼び込む方策として、御堂筋に隣接した３箇所と心斎橋筋に

隣接した２箇所の地下街出入口サインの改良を進めており、御堂筋の３箇所について

は、万博開幕前に完成し、今後心斎橋筋の２箇所の工事を進める予定であり、御堂筋で

のイベントと連携した取組みも実施します。万博・インバウンド向け多言語化対応の

ための各種施策（専用 WEB サイト新設（昨年８月開設）、冊子へのクーポン付与、POP

ツール作成支援）を実施してきており、今後、台湾・香港で人気のある WEB 媒体への記

事掲出、また中国版インスタグラムや海外のインフルエンサーを活用した情報発信を

行うとともに、心斎橋筋商店街とコラボした周遊型イベントを実施する予定です。 

支出面では、地下街設備更新について、安全で快適な地下街運営を図ることを前提に

必要性を精査し予防保全の考え方に基づいて計画的に実施するとともに、一般管理費

についても縮減に努めます。 
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（５）直前３事業年度の財産及び損益状況 

 

 

（注1）１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。 

（注2）第33期（当期）の状況につきましては、「１.(１)事業の経過及び成果」に記載のとおりです。 

 

（６）重要な親会社及び子会社の状況 

該当事項はありません。 

 

（７）主要な事業内容 

地下街の経営 

 

（８）主要な事業所 

本社 大阪市中央区南船場４丁目長堀地下街８号 

 

（９）使用人の状況 

使 用 人 数 前期末比増減 平均勤続年数 

７名 －  10.0年 

 

  

区  分 
第30期 

(2021年度) 

第31期 

(2022年度) 

第32期 

(2023年度) 

第33期 

(2024年度） 

売 上 高 1,151百万円 1,287百万円 1,305百万円 1,380百万円 

経 常 利 益 214百万円 217百万円 233百万円 249百万円 

当 期 純 利 益 193百万円 196百万円 190百万円 287百万円 

１株当たり当期 

純 利 益 
13銭 13銭 13銭 19銭 

総 資 産 7,475百万円 7,414百万円 7,352百万円 7,164百万円 

純 資 産 △9,541百万円 △9,345百万円 △9,154百万円 △8,866百万円 
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（10）主要な借入先の状況（2025年３月31日現在） 

 (単位：千円) 

借    入    先 借 入 金 残 高 

大 阪 市 7,128,379 

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 972,160 

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 626,678 

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 441,692 

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 441,692 

株 式 会 社 り そ な 銀 行 441,692 

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 370,414 

み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 184,986 

株 式 会 社 関 西 み ら い 銀 行 152,684 

大 阪 市 農 業 協 同 組 合 1,200,000 

株 式 会 社 大 阪 市 開 発 公 社 2,680,000 

計 14,640,379 

 

 

２．会社の株式に関する事項（2025年３月31日現在） 

（１）発行可能株式総数    普通株式 1,500,040,000 株 

（２）発行済株式総数     普通株式 1,500,036,800 株 

（３）株主数               22 名 

（４）発行済株式の総数の10分の１以上の数の株式を保有する大株主 

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率 

大 阪 市 1,500,016,000 株 99.9 ％ 
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３．会社の役員に関する事項 

 (１) 取締役及び監査役（2025年３月31日現在） 

地  位 氏  名 担当又は主な職業 

代表取締役社長 橋 本  佳 也  

取 締 役 山 本  博 一 総務部長兼総務課長 

取 締 役 𠮷 田  孝 介 大阪市建設局 道路河川部長 

取 締 役 丸 山  直 子 関西電力株式会社 ソリューション本部副本部長 

取 締 役 大 黒  賢 宏 大阪瓦斯株式会社 大阪・北部地区統括支配人 

監 査 役 瓜 生  嘉 子 弁護士 

監 査 役 有 坂  智 裕 大阪市建設局 総務部長 
 

(注1)当事業年度中の取締役及び監査役の異動  

就 任 𠮷田孝介氏、大黒賢宏氏は、2024年６月25日開催の第32回定時株主総会において新た

に取締役に選任され就任いたしました。 

    有坂智裕氏は、2024年６月25日開催の第32回定時株主総会において新たに監査役に選

任され就任いたしました。 

辞 任 取締役中窪和弘氏、監査役春木崇氏は、2024年６月25日開催の第32回定時株主総会終

結の時をもって辞任いたしました。 

取締役𠮷田孝介氏は、2025年３月31日をもって辞任いたしました。 

 

 (２) 取締役及び監査役の報酬等の額 

    取締役   ２名  14,832千円 

    監査役   １名   1,800千円 
 

(注1)2017年６月26日開催の定時株主総会の決議による取締役報酬総額は年額30,000千円以内です

（使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含んでおりません）。 

(注2)2006年８月31日開催の臨時株主総会の決議による監査役報酬総額は年額12,000千円以内です。 

 

 

４．会計監査人の状況 

   名 称     有限責任 あずさ監査法人 
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５．会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項 

  当社は2006年６月８日開催の取締役会において、業務の適正を確保するための体制（内

部統制システム）の整備について次のとおり決議いたしました。 

 

(１) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

   取締役の職務の執行に係る情報については、文書規程に従い、各担当部門において適

切に保存及び管理を行うとともに、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。 
 

(２) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

   会社のリスク状況の監視並びに全体的対応は総務課が行い、コンプライアンス、情報

セキュリティ、防災及び施設管理等にかかるリスク管理は担当課が行う。 
 

(３) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

   取締役会は経営計画に基づく全体的な目標を定め、取締役はその目標達成のために、

社内規則及び規程に基づく、職務権限及び意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職

務の執行が行われる体制をとる。また、取締役会が定期的に進捗状況を評価し、改善を

促すことを内容とする、業務の効率化を実現するシステムを構築する。 
 

(４) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ、効率的に行われるこ

とを確保するための体制 

   コンプライアンス担当取締役を任命し、役員及び従業員が法令・定款及び当社の規程

を遵守した行動をとるための行動規範を定める。また、その徹底を図るため、役員及び

従業員教育等を行うこととする。こうした活動は定期的に取締役会及び監査役に報告す

る。 

また、当社は、取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、取締

役会に当社と利害関係を有しない社外取締役が１名以上在籍するようにする。 
 

(５) 企業集団における業務の適正を確保するための体制 

   該当がないため存在しない。 
 

(６) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項  

   監査役の職務を補助する組織を総務課とする。 
 

(７) 当該使用人の独立性に関する事項 

   補助者の人事異動については監査役の意見を尊重する。 
 

(８) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制 

   取締役及び使用人から監査役への報告については、重大な事故又は不祥事等、会社に

著しい損害を及ぼすおそれがあるものは速やかに報告するとともに、その求めに応じて、

適宜重要な意思決定に関する説明を行う体制を整備する。 
 

(９) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

   監査役監査の実効性確保について、監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行

状況を把握するため、重要な会議に出席するとともに、重要な決裁書類等を閲覧するこ

とができる。また、監査役は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交

換会を開催することとする。 
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事業報告に係る附属明細書 

 会社法第435条第２項に基づき報告する2024年度事業報告の附属明細書については、事業報

告の内容を補足する重要な事項がないため作成していません。 
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計 算 書 類 等 
 

 

 

貸 借 対 照 表 

損 益 計 算 書 

  株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 

個 別 注 記 表 
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貸 借 対 照 表 
 

（2025年３月31日現在） 

 
（単位：千円）    

 
  

《資　産　の　部》 《負　債　の　部》

 流　動　資　産 2,317,957  流　動　負　債 935,609

現 金 預 金 1,795,901 短 期 借 入 金 363,200

売 掛 金 177,543 未 払 金 286,716

前 払 費 用 3,609 未 払 法 人 税 等 205

立 替 金 309,637 未 払 消 費 税 等 10,603

預 け 金 29,968 未 払 費 用 3,449

未収還付法人税等 297 前 受 金 92,107

その他の流動資産 999 預 り 金 179,327

 固　定　資　産 4,846,713  固　定　負　債 15,095,608

4,647,167 長 期 借 入 金 14,277,179

建 物 4,610,793 預 り 保 証 金 795,641

構 築 物 1,760 退 職 給 付 引 当 金 22,787

機 械 装 置 17,267

工 具 器 具 備 品 17,346 16,031,217

《純 資 産 の 部》

4,395 △ 8,866,546

電 話 加 入 権 96

ソ フ ト ウ エ ア 4,122 100,000

商 標 権 176

△ 8,966,546

195,150 その他利益剰余金 △ 8,966,546

長 期 前 払 費 用 5,082 繰越利益剰余金 △ 8,966,546

繰 延 税 金 資 産 190,068

△ 8,866,546

7,164,671 7,164,671資 産 合 計 負 債 ・ 純 資 産 合 計

 株　  主　  資　  本

資 本 金

利 益 剰 余 金

純 資 産 合 計

投 資 その 他の 資産

金 額

有 形 固 定 資 産

負 債 合 計

無 形 固 定 資 産

科 目 金 額 科 目
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損 益 計 算 書 
 

2024年４月１日から 

2025年３月31日まで 

 
（単位：千円）       

 

内　　　訳 合　　　計

1,380,958

地 下 街 収 入 1,324,867

そ の 他 収 入 56,091

1,062,205

318,753

59,349

259,403

18,869

受 取 利 息 1,946

雑 収 入 16,923

28,456

支 払 利 息 27,521

雑 損 失 935

249,817

29,086

補 助 金 収 入 29,086

6,732

固 定 資 産 除 却 損 6,732

272,170

205

△ 15,977

287,942当 期 純 利 益

経 常 利 益

営 業 外 収 益

特 別 損 失

営 業 外 費 用

法人税､住民税及び事業税

金　　　　　額

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 等 調 整 額

売 上 高

営 業 利 益

売 上 総 利 益

売 上 原 価

一 般 管 理 費

科 目

特 別 利 益
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株主資本等変動計算書 
 

2024年４月１日から 

2025年３月31日まで 

 

（単位：千円）    

 
 

 
 

  

利 益 剰 余 金

そ の 他 利 益
剰 余 金

繰 越 利 益
剰 余 金

100,000 △ 9,254,489 △ 9,154,489 △ 9,154,489

当 期 純 利 益 287,942 287,942 287,942

－ 287,942 287,942 287,942

100,000 △ 8,966,546 △ 8,866,546 △ 8,866,546

当 期 変 動 額 合 計

当 期 末 残 高

株 主 資 本

純 資 産
合 計資 本 金

株 主 資 本
合 計

当 期 首 残 高

当 期 変 動 額
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個別注記表 
 

 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法 

貯蔵品 

移動平均法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

 

（２）固定資産の減価償却方法 

  ①有形固定資産 

   定額法 

 なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。

また、建物については1998年度の税制改正により、耐用年数の短縮が行われています

が、改正前の耐用年数を継続して適用しています。 
 
②無形固定資産 

 定額法 

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基

づいています。 

 

（３）引当金の計上基準 

退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、退職給付見込額のうち、当事業年度末において発生

していると認められる額を計上しています。 

 

（４）収益及び費用の計上基準 

  ①土地建物賃貸事業 

    土地建物賃貸事業は、クリスタ長堀において、保有するテナント施設等を賃貸する事

業であります。当該不動産の賃貸による収益については、「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号 2007年３月30日） に従い、賃貸借契約期間にわたって「その他

の源泉から生じた収益」として収益を認識しています。 
 
②土地建物賃貸事業に係る付随事業 

土地建物賃貸事業に係る付随事業は、手数料収入等であり、「収益認識に関する会計

基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）及び「収益認識に関する適用指針」（企業

会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）を適用しており、財又はサービスの支配が

顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益

を認識しています。 
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２．会計上の見積りに関する注記 

（１）当事業年度の計算書類に計上した金額 繰延税金資産 190,068千円 

 

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

   繰延税金資産の計上は、将来の事業計画及び収支見通しに基づいて課税所得の発生時

期及び金額によって見積もっています。 

   事業計画及び収支見通しは、取締役会で決定した「中期経営計画」及び直近のテナン

ト動向等を踏まえ、売上高は徐々に回復すると想定しています。 

   当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、

実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書

類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。 

 

 

３．貸借対照表に関する注記 

（１） 有形固定資産の減価償却累計額 16,747,677千円 

（減損損失累計額 9,346,020 千円を含む） 

 

（２） 担保に供している資産及び担保に係る債務 

    ①担保に供している資産 

建  物        4,610,793千円 
 

    ②担保に係る債務 

短期借入金      363,200千円 

長期借入金      3,268,800千円 

 

 

４．損益計算書に関する注記 

売上高のうち顧客との契約から生じる収益の額 406,806千円 

 

 

５．株主資本等変動計算書に関する注記 

発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 

  
株式の種類 当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 

普通株式 1,500,036,800 株 ― ― 1,500,036,800 株 
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６．税効果会計に関する注記 

 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 
 

   （繰延税金資産）         （単位:千円） 

     減損損失             3,392,408 

     その他                35,839 

     繰延税金資産小計         3,428,247 

     評価性引当額          △3,238,179 

     繰延税金資産合計          190,068 

 

 

７．金融商品に関する注記 

（１）金融商品の状況に関する事項 

当社は、余剰資金の運用については定期預金および投資有価証券に限定し、また、資金

調達については銀行借入による方針です。デリバティブ取引は行っていません。 

現金及び預金は主に普通預金及び定期預金であり、金融機関の信用リスクがあります。 

営業債権である売掛金には、顧客の信用リスクがありますが、預り保証金の受け入れ

等によって賃料等の回収不能にかかるリスクを回避しています。 

長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。これらの借入金の金利は主に５年ご

とに見直されるため、金利の変動リスクに晒されています。なお、大阪市、株式会社大阪

市開発公社及び大阪市農業協同組合からの借入金については、元金全額が劣後債権とな

っており、2035年３月までの間は固定金利による利息のみを支払うこととしています。

元金については2035年４月以降分割返済することとしており、具体的な弁済方法につい

ては別途協議することとなっています。 

 

（２）金融商品の時価等に関する事項 

2025年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりです。 
（単位：千円）  

    
  負債に計上されているものについては、（ ）で示しています。 
 

（注１）「現金預金」、「売掛金」、「立替金」、「未払金」、及び「預り金」については、短期

間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略

しています。 

（注２）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

    金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ

て、以下の３つのレベルに分類しています。 
 

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格に

より算定した時価 

  

貸借対照表
計上額

時価 差額

① 短期借入金･長期借入金 (14,640,379) (14,420,388) 219,990

② 預り保証金 (795,641) (755,565) 40,076



 

 

  - 17 - 

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なイン

プットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 
 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、そ

れらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位

が最も低いレベルに時価を分類しています。 
 

① 短期借入金･長期借入金 

借入金の時価については、元利金の合計額を、特定調停条項に基づく直近の改

定利率を加味して算定した利率で割り引いて算定する方法によっており、その時

価をレベル３の時価に分類しています。 

② 預り保証金 

預り保証金の時価については、借入金と同じ割引率で割り引いて算定する方法

によっており、その時価をレベル３の時価に分類しています。 

 

  （注３）短期借入金･長期借入金の返済予定額            （単位：千円） 

 

 

 

８．賃貸等不動産に関する注記 

（１）賃貸等不動産の状況に関する事項 

当社は大阪市において、賃貸用施設を有しています。賃貸用施設については、当社が経

営管理上一部使用しています。 

 

（２）賃貸等不動産の時価に関する事項 

当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額及び時価は、次のとおりで

す。 
                                              （単位：千円） 

 貸借対照表計上額 
決算日における時価 

 当事業年度期首残高 当事業年度増減額 当事業年度末残高 

 4,627,301 △16,508 4,610,793 10,600,000 
  

（注１）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除し

た金額です。 

（注２）決算日における時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に準じる評

価額により算出しています。 

  

1年以内
1年超

2年以内
2年超

3年以内
3年超

4年以内
4年超

短期借入金･長期借入金 363,200 363,200 363,200 363,200 13,187,579
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９．関連当事者との取引に関する注記 

（１）親会社及び法人主要株主等 

種類 
会社等 

の名称 

事業の 

内容 

議決権等 

の所有(被 

所有)割合 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 

(千円) 
科 目 

期末残高 

(千円) 
役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

主要 

株主 
大阪市 

地方 

公共 

団体 

(被所有) 

直接 

99.9％ 

兼任 

２人 

資金の 
借入 

資金の借入 － 長期借入金 7,128,379 

利息の支払 359 － － 

補助金の 
受給 

喫煙所設置
経費の補助 

29,086 － － 

公共歩道等 
の維持･改修 

維持管理･改
修費の立替 

－ 立替金 308,603 

損失補償
(被補償) 

損失補償 
(被補償) 

4,832,000 － － 

（注１）上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が

含まれています。 

（注２）取引条件ないし取引条件の決定方針等 

１．資金の借入については、特定調停条項に基づき借入利率が決定し、担保は提供してい

ません。 

２．補助金の受給については、大阪市指定喫煙所を設置したことによるもので、補助金の

額は大阪市指定喫煙所設置経費等補助金交付要綱に基づき決定されます。 

３．損失補償については、特定調停条項に基づき金融機関からの借入金等に対して、金融

機関が担保物件の処分など回収努力をしてもなお回収不能が発生した場合の当該回収

不能額について大阪市が損失額を補償することとなっており、補償料はありません。な

お、取引金額は2025年３月31日現在の金融機関からの借入残高を計上しています。 

 

（２）兄弟会社等 

種類 
会社等 

の名称 

事業の 

内容 

議決権等 

の所有(被 

所有)割合 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高 

(千円) 
役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

主要株主

が議決権 

の過半数 

を所有し 

ている会 

社 

㈱大阪市 

開発公社 

船場セン 

タービル 

経営・管

理業務等 

－ － 
資金の 

借入 

資金の借入 － 長期借入金 2,680,000 

利息の支払 1,608 － － 

（注）取引条件ないし取引条件の決定方針等 

    資金の借入については、特定調停条項に基づき借入利率が決定し、担保は提供してい

ません。 

 

 

10．収益認識に関する注記 

  収益を理解するための基礎となる情報 

  「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとお

りであります。 
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11．１株当たり情報に関する注記 

１株当たり純資産額     △５円91銭 

１株当たり当期純利益       19銭 

 

 

12．重要な後発事象に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

13. その他の注記事項 

資産除去債務に関する注記 

当社の地下街施設は、道路法第 40条の規定により道路占用を廃止した場合にはこれら

の施設を撤去し原状回復する義務を有していますが、道路占用を廃止する蓋然性は極め

て低く、廃止時期を特定することができないことから資産除去債務を合理的に見積もる

ことができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していません。 

 

 

 

(備考) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。 


